
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．１４ ２００４年０２月０４日 

 

マレーシア登録特許期間が拡大 

 

マレーシアの特許期間は登録日から１５年でしたが、この度、次の条件に合致しているものは、その

有効期間が延長されることになりました。（２００３年８月１４日施行の改正特許法による措置） 

 

【条件】２００１年８月１日前に出願され、その時点で出願係属中であったもの。 

２００１年８月１日前に登録になり、その時点で有効であったもの。 

【期間】出願日から２０年間、もしくは登録日から１５年間のいずれか長い方とする。 

【年金】年金納付期限はこれまでと同様に登録日から起算する 

 

以上 

（マレーシア RamRais ＆ Partners事務所提供） 
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